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研究要旨：食中毒を起こす病原微生物には腸管出血性大腸菌、ボツリヌス菌、リ

ステリア、サルモネラ等、命に関わる重篤な症状を呈するものが数多くある。こ

れらの病原微生物の食品汚染実態調査や各種規制をはじめとする対策は主に動物

性食品を対象として進められてきたが、非動物性食品においてもこれらの病原微

生物よる被害が数多く報告されている。非動物性食品を原因食品とする病原微生

物アウトブレイクや非動物性食品の汚染の実態についてはこれまで詳細な解析が

十分には行われていない。本研究ではこれらへの対策を含めた関連の事項につい

て国内外の情報を収集、解析し、これにより非動物性食品の喫食におけるリスク

の把握と安全対策の検討に資することを目的とした。 

 本年度は欧州連合（EU）における非動物性食品（果物・野菜等）に関する微生

物規格基準の実態と今後の動向を把握するため、欧州食品安全機関（EFSA: 

European Food Safety Authority）が 2014年に発表した一連の報告書を中心に文

献調査を行った。その結果、「サラダ用葉物野菜におけるサルモネラおよびノロウ

イルス」、「ベリー類におけるサルモネラおよびノロウイルス」、「トマトにおける

サルモネラおよびノロウイルス」、「メロン・スイカにおけるサルモネラ」、「鱗茎

野菜・ニンジンにおけるサルモネラ、エルシニア、赤痢菌、およびノロウイルス」

を対象とした報告書（5報）において、EFSAは以下の科学的見解を示しているこ

とを把握した。すなわち、1）サラダ用葉物野菜の一次生産過程に大腸菌に関する

衛生規格基準を設定すべきである、2）カット済み果物・野菜等を対象とした大腸

菌に関する現行の工程衛生規格基準は、サラダ用葉物野菜の加工工程における適

正農業規範、適正衛生規範、適正製造規範、危害分析重要管理点方式（HACCP）

の実施の評価の指標となる、3）サラダ用の丸ごとの葉物野菜、ベビーリーフ、マ

ルチリーフにサルモネラに関する食品安全規格基準を設定することを検討しても

よい、4）丸ごとのトマト、丸ごとのメロン・スイカにサルモネラに関する食品安
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全規格基準を設定することを検討しても良い、5）冷凍ラズベリー、冷凍イチゴへ

のノロウイルス工程衛生規格基準の設定に向けて必要な各種データを収集するこ

とは、公衆衛生上の重要性に鑑み、最優先の課題である、6）同様に、冷凍ラズベ

リー、冷凍イチゴのノロウイルス汚染についてリスク評価のためのデータを収集

し、これらの食品にノロウイルス食品安全規格基準を設定することは優先度が高

い、である。 

 我が国では果物・野菜に関する食習慣、嗜好性や果物・野菜の生産・加工時の

衛生管理状況が欧州とは異なるが、食品の世界的な流通の状況に鑑み、EUをはじ

めとする国際的な動向を注視して行く必要があると考えられる。 

 

Ａ. 研究目的 

 食中毒を起こす病原微生物には腸管出血

性大腸菌、ボツリヌス菌、リステリア、サ

ルモネラ等、命に関わる重篤な症状を呈す

るものが数多くある。これらの病原微生物

の食品汚染実態調査や各種規制をはじめと

する対策は主に動物性食品を対象として進

められてきたが、非動物性食品においても

これらの病原微生物による被害が数多く報

告されている。最近でも国内では 2012年 8

月に札幌市で患者 169人、死者 8人が発生

した、白菜の浅漬けの喫食に起因する腸管

出血性大腸菌 O157感染アウトブレイクが、

2012 年 3 月には容器包装詰低酸性食品の

「あずきばっとう」の喫食によるボツリヌ

スアウトブレイクが発生している。2014

年には静岡市の祭りの会場で販売された冷

やしキュウリの喫食により患者 500人、入

院患者 100人以上の大規模な大腸菌 O157

アウトブレイクも発生した。海外でも、米

国では 2011 年にカンタロープメロンの喫

食により、患者 146 人、死亡者 30 人、流

産 1人が発生する大規模リステリア症アウ

トブレイクが、同じく 2011 年にパパイヤ

の喫食に関連して 106人が発症するサルモ

ネラアウトブレイクが発生している。他に

も 2009 年にはスプラウトの喫食に起因し

235 人が発症したサルモネラアウトブレイ

クが、2008年には患者 1,400人以上、死亡

者 2名が発生した唐辛子等の喫食によるサ

ルモネラアウトブレイクがそれぞれ報告さ

れている。特に規模が大きいものとしては

2008～2009 年に発生したピーナッツバタ

ーおよびピーナッツ含有製品の喫食に起因

するサルモネラアウトブレイクがあげられ、

このアウトブレイクでは全米およびカナダ

で 700人以上が発症し、9人の死亡に関連

しているとされた。この事例では多数の会

社が原材料として当該汚染元企業から汚染

の可能性があるピーナッツ加工品を購入し

ており、それを使用して製造した製品が多

岐にわたっていたことから、200 社以上が

17カテゴリー、2,100種類以上の製品を自

主回収するという米国史上最大規模の回収

となった。当該回収対象製品の一部は日本

にも輸入されていた。 

 最近では食品流通範囲の拡大により、食

品汚染による食中毒アウトブレイクが発生

した場合にその被害が広範囲にわたること

が多くなっている。さらに、食品原材料が

海外で汚染され、その後輸入されるケース

も増加しており、特に発芽野菜や生鮮果

物・野菜等の加熱工程を経ずに喫食される



67 
 

ものの場合には、被害が遠く離れた他国で

発生する可能性もある。また、汚染した食

材を旅行者等が喫食し、帰国した後に発症

することも考えられる。 

 2011年 5～6月にはドイツを中心として

フェヌグリークスプラウトの喫食を原因と

する腸管出血性大腸菌 O104大規模アウト

ブレイクが発生し、4,000人近い患者と 46

人の死亡者が生じた。これを受け、欧州委

員会（EC）は欧州食品安全機関（EFSA: 

European Food Safety Authority）に対し、

欧州連合（EU）での非動物性食品による

食中毒発生の実態、関連するハザードのラ

ンク付け、リスク因子、対策の選択肢など

について科学的見解を示すよう要請した。

これに対し EFSAは、2013年 1月にパー

ト 1報告書（文献 1）を発表し、さらに 2014

年 3～12月に、個々に異なる果物・野菜類

を対象とした 5報からなるパート 2報告書

（文献 2～6）を発表した。パート 2報告書

には ECの要請にもとづき、微生物規格基

準（Microbiological Criteria）の設定に関

する EFSAの見解も記載されている。これ

らの見解は我が国での果物・野菜類を対象

とした微生物規格基準にも参考になると考

え、本研究では、これら 5報の EFSAパー

ト 2報告書に示された微生物規格基準に関

する見解を取りまとめることを目的とした。 

 

Ｂ. 研究方法 

 EFSAはパート 1報告書において、食品

と病原体との間の関連の強さ、患者発生数、

疾患実被害、食品の消費量、汚染率などの

7 項目からなる基準に従って、EU におけ

る非動物性食品と病原体の組み合わせをラ

ンク付けしている。パート 2報告書が対象

とした果物・野菜と病原体の組み合わせ

（「サラダ用葉物野菜におけるサルモネラ

およびノロウイルス」、「ベリー類における

サルモネラおよびノロウイルス」、「トマト

におけるサルモネラおよびノロウイルス」、

「メロン・スイカにおけるサルモネラ」、「鱗

茎野菜・ニンジンにおけるサルモネラ、エ

ルシニア、赤痢菌、およびノロウイルス」）

は、このパート 1報告書のランキング結果

にほぼ沿って選出されている。 

 なおパート 2 報告書において、「ベリー

類」はイチゴ、ラズベリー、ブラックベリ

ー、ブルーベリーなど、「鱗茎野菜」はタマ

ネギ、ニンニクなどを主に指している。 

 これらのパート 2報告書を精査し、微生

物規格基準に関する見解を取りまとめた。 

 なおパート 2報告書 5報のうち「サラダ

用葉物野菜におけるサルモネラおよびノロ

ウイルス」に関する報告書（文献 2）につ

いて、全体の構成を示すため、「目次」の部

分の仮訳を資料として添付した。他のパー

ト 2報告書も同様の構成となっている。 

 

Ｃ. 研究結果 

 

１．「サルモネラ対策」としての微生物規格

基準 

 

１−１． 公衆衛生リスク（EU 加盟国およ

びノルウェー、スイスでの非動物性

食品による最近のサルモネラアウ

トブレイク発生の状況） 

 パート1報告書のTable 26に示されたデ

ータを以下に記載する。 

 

「サラダ用葉物野菜」：2007～2011年にサ
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ラダ用葉物野菜を原因とするサルモネラア

ウトブレイクが 7件発生している。 

 

「ベリー類」：2007～2011年にラズベリー

ジュースを原因とするサルモネラアウトブ

レイクが 1件発生している。 

 

「トマト」：2007～2011年にトマトを原因

とするサルモネラアウトブレイクが 1件発

生している。 

 

「メロン・スイカ」：2007～2011年にスイ

カを原因とするサルモネラアウトブレイク

が 1件発生している。 

 

「鱗茎野菜・ニンジン」：2007～2011年に

鱗茎野菜（タマネギ）を原因とするサルモ

ネラアウトブレイクが 1件発生している。 

 

 

１−２． 一次生産への大腸菌衛生規格基

準（Hygiene Criteria）設定の提案 

 以下は、パート 2 報告書に示された

EFSA BIOHAZパネル（生物学的ハザード

に関する科学パネル）の見解である。 

 

「サラダ用葉物野菜」：サラダ用葉物野菜の

一次生産過程に大腸菌に関する衛生規格基

準を EUレベルで設定すべきである。 

 

「ベリー類」、「トマト」、「メロン・スイカ」、

「鱗茎野菜・ニンジン」：当該果物・野菜の

一次生産過程に大腸菌に関する衛生規格基

準を EUレベルで設定する妥当性は評価不

能である（当該果物・野菜の大腸菌汚染に

関するデータの不足のため）。 

 

 

１−３． 工 程衛生規格基準（ Process 

Hygiene Criteria） 

 

１−３−１．EUの現行の工程衛生規格基準 

 カット済みの RTE（ready-to-eat：その

まま喫食可能）果物・野菜、および未殺菌

の果物・野菜ジュースに、大腸菌に関する

工程衛生規格基準（n = 5、c = 2、m = 100 

cfu/g、M = 1,000 cfu/g）が設定されている

（EC規則 No 2073 / 2005）。 

 パート 2報告書が対象とする果物・野菜

類のすべてにこの基準が適用されると考え

られる。 

 

１−３−２．EFSAによる評価と提案 

 以下は、パート 2 報告書に示された

EFSA BIOHAZ パネルによる評価と提案

である。 

 

「サラダ用葉物野菜」：大腸菌に関する現行

の工程衛生規格基準は、適正農業規範

（GAP）、適正衛生規範（GHP）、適正製造

規範（GMP）、危害分析重要管理点方式

（HACCP）の実施の評価の指標となる。 

 

「ベリー類」、「トマト」、「メロン・スイカ」、

「鱗茎野菜・ニンジン」：当該果物・野菜 

類のカット済み製品および未殺菌ジュース

の大腸菌汚染についてデータが不足または

欠損しているので、現行の工程衛生規格基

準の妥当性は評価不能である。 

 

「ベリー類」：冷凍の丸ごとのベリー類に大

腸菌に関する工程衛生規格基準を EUレベ
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ルで設定する妥当性は評価不能である（冷

凍の丸ごとのベリー類について大腸菌汚染

に関するデータが欠損しているため）。 

 

 

１−４． 食品安全規格基準（Food Safety 

Criteria） 

 

１−４−１．EUの現行の食品安全規格基準  

 カット済みの RTE 果物・野菜および未

殺菌の果物・野菜ジュースに、サルモネラ

に関する食品安全規格基準（n = 5、c = 0、

25 g中にサルモネラ不在）が設定されてい

る（EC規則 No 2073 / 2005）。 

 パート 2報告書が対象とする果物・野菜

類のすべてにこの基準が適用されると考え

られる。 

 

１−４−２．EFSAによる評価と提案 

 以下は、パート 2 報告書に示された

EFSA BIOHAZ パネルによる評価と提案

である。 

 

「サラダ用葉物野菜」：サラダ用の丸ごとの

葉物野菜、ベビーリーフ、マルチリーフに

サルモネラに関する食品安全規格基準を設

定することを検討してもよい。 

 

「ベリー類」：生鮮、および最低限の加工を

したベリー類（冷凍を含む）にサルモネラ

に関する食品安全規格基準を設定すること

については、その妥当性のエビデンスが不

足している。 

 

「トマト」、「メロン・スイカ」：丸ごとのト

マト、丸ごとのメロン・スイカにサルモネ

ラに関する食品安全規格基準を設定するこ

とを検討しても良い。 

 

「鱗茎野菜・ニンジン」：データ不足のため、

鱗茎野菜・ニンジンにサルモネラに関する

食品安全規格基準を設定する公衆衛生上の

効果は評価不能である。 

 

２．「ノロウイルス対策」としての微生物規

格基準 

 

 サルモネラ対策としての大腸菌衛生規格

基準、大腸菌工程衛生規格基準は、大腸菌

が糞便汚染の指標となることから、同時に

ノロウイルス対策としての側面もある。以

下では、ノロウイルスに特化した対策につ

いて触れる。なお、メロン・スイカとノロ

ウイルスの組み合わせはパート 2報告書の

対象ではない。 

 

２−１． 公衆衛生リスク（EU 加盟国およ

びノルウェー、スイスでの非動物性

食品による最近のノロウイルスア

ウトブレイク発生の状況） 

 パート1報告書のTable 26に示されたデ

ータを以下に記載する。 

 

「サラダ用葉物野菜」：2007～2011年にサ

ラダ用葉物野菜を原因とするノロウイルス

アウトブレイクが 24件発生している。 

 

「ベリー類」：2007～2011 年に、イチゴ、

ラズベリー、その他のベリー類を原因とす

るノロウイルスアウトブレイクが、それぞ

れ 1件、27件、1件発生している。 
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「トマト」：2007～2011年にトマトを原因

とするノロウイルスアウトブレイクが 1件

発生している。 

 

「メロン・スイカ」：2007～2011年にメロ

ン・スイカを原因とするノロウイルスアウ

トブレイクは発生していない。 

 

「鱗茎野菜・ニンジン」：2007～2011年に

鱗茎野菜、ニンジンを原因とするノロウイ

ルスアウトブレイクが、それぞれ 2 件、1

件発生している。 

 

 

２−２． 一次生産へのノロウイルス衛生

規格基準の設定について 

 以下はパート 2報告書に示された EFSA 

BIOHAZパネルの見解である。 

 

「ベリー類」：ラズベリーおよびイチゴの一

次生産にノロウイルス衛生規格基準を EU

全域で設定する妥当性は、現時点では評価

不能である。 

 

 

２−３． ノロウイルス工程衛生規格基準

の設定について 

 以下はパート 2報告書に示された EFSA 

BIOHAZパネルの見解である。 

 

「ベリー類」：冷凍ラズベリー、冷凍イチゴ

へのノロウイルス工程衛生規格基準の設定

に向けて必要な各種データを収集すること

は、公衆衛生上の重要性に鑑み、最優先の

課題である。 

 

２−４． ノロウイルス食品安全規格基準

の設定について 

 以下はパート 2報告書に示された EFSA 

BIOHAZパネルの見解である。 

 

「サラダ用葉物野菜」、「トマト」、「鱗茎野

菜・ニンジン」：汚染データの不足、検出方

法上の問題等により、当該果物・野菜類に

ノロウイルス食品安全規格基準を設定する

ことは困難である。 

 

「ベリー類」：公衆衛生上の重要性に鑑み、

冷凍ラズベリー、冷凍イチゴのノロウイル

ス汚染についてリスク評価のためのデータ

を収集し、これらの食品にノロウイルス食

品安全規格基準を設定することは優先度が

高い。ラズベリー、イチゴ以外の生鮮、冷

凍ベリー類については、ノロウイルス食品

安全規格基準の設定を支持する疫学的、微

生物学的データが欠損している。 

 

Ｄ. 考察 

 パート1報告書によると、EUにおいて、

2007～2011 年に原因食品が確認された食

品由来疾患アウトブレイクの 10%が非動

物性食品を原因とするものであった。しか

しながら、欧州においては、2011年のフェ

ヌグリークスプラウトによる腸管出血性大

腸菌 O104:H4アウトブレイク、また 2012

年の輸入冷凍イチゴによるノロウイルスア

ウトブレイクといった大規模アウトブレイ

クが相次いで発生している。 

 EUでは、カット済みの RTE果物・野菜

および未殺菌の果物・野菜ジュースを対象

に、大腸菌工程衛生規格基準およびサルモ

ネラ食品安全規格基準が設定されている。
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本研究でとり上げたEFSAのパート 2報告

書では、多くの果物・野菜類について、デ

ータ不足からこれらの現行の微生物規格基

準の妥当性の判断を控えているが、一方、

いくつかの果物・野菜類（「サラダ用葉物野

菜」、「特定の冷凍ベリー類」など）につい

ては、新たな規格基準の設定に向けた取り

組みを提案している。 

 我が国では果物・野菜に関する食習慣、

嗜好性や果物・野菜の生産・加工時の衛生

管理状況が欧州とは異なると考えられるの

で、EFSAによる見解が直接参考になるわ

けではないが、食品の世界的な流通の状況

に鑑み、EU をはじめとする国際的な動向

を注視して行く必要があると考えられる。 

 

Ｅ. 結論 

 種々の果物・野菜と病原微生物の組み合

わせを対象とした EFSA報告書（5報）を

精査することにより、EFSAが特定の組み

合わせについて新たな微生物規格基準の設

定に向けた取り組みを提案していることが

把握できた。食品流通の世界的拡大に鑑み、

EU を始めとする国際的な動向を注視して

いくことの必要性が示唆される。 

 また我が国においても非動物性食品の汚

染実態の把握が食中毒対策のために重要で

あると考えられる。 
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